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1. 総 則 

1. 1 目 的 

この基準は、水道法、同法施行令、同法施行規則、厚生労働省令、一関市水道事業給水条例、 

同条例施行規程に基づいて施行する給水装置の設計、施工及び構造について基準を定め、給水装 

置工事の適性、かつ合理的な運営を図ることを目的とする。

1. 2 定 義 

給水装置とは、需要者に給水するために、配水管から分岐して設けられた給水管 

及びこれに直結する給水用具から構成される。 

（１）「給水管」 

配水管から個別の需要者に水を供給するために分岐して設けられた管、又は他の 

給水管から分岐して設けられた管をいう。 

（２）「直結される給水用具」 

給水管に容易に取り外しのできない構造として接続、有圧のまま給水できる分水 

栓、止水栓、給水栓、水抜栓、逆止弁、水道メーター等の用具をいい、ゴムホース 

等容易に取り外しの可能な状態で接続される用具は含まない。 

ビル等でいったん水道水を受水槽に受けて給水する場合には、配水管から受水槽 

への注入口までが給水装置であり、受水槽以下はこれに当たらない。 

1. 3 工事の種類 

給水装置工事の種類は、新設・改造・修繕及び撤去工事に分けられる。 

（１）新設工事 

新たに給水装置を設置する工事 

※自家水からの切替えも新設工事扱いとする 

（２）改造工事 

既設給水管の増径、管種変更、給水栓の増設等、給水装置の原形を変える工事（給 

水管の移設、メーター位置の変更も含む）

（３）修繕工事 

給水装置の原形を変えないで、部分的な破損箇所を修繕する工事（ただし、給水栓、 

水抜栓、止水栓等の交換は含まない。）

（４）撤去工事 

給水装置を取り除く工事（給水装置が不要となった給水装置所有者からの申請を 

受けて行う工事である。）

1. 4 給水装置の種類 

給水装置は、次の3種類とする。 

（１）専用給水装置 

1世帯又は1ヶ所で専用するもの。 

（２）共用給水装置 
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1. 7 戸番図（管網図）の閲覧について 

（１） 戸番図（管網図）の閲覧、又は写しの交付を希望する場合は、指定する用紙に必 

要事項を記入すること。 

（２） 戸番図（管網図）の情報は、その記載内容を証明するものではないため、参考資 

  料として取り扱わなければならない。 

1. 8 給水台帳図面の閲覧について 

（１）給水台帳図面の閲覧を申請する場合は、給水台帳閲覧申請書を提出しなければな 

らない。写しが必要な場合は、申請書１件につき３枚までとする。 

（２）給水装置の所有者又は所有者からの依頼を受けた指定工事業者以外の者が、給 

水台帳図面の閲覧又は写しが必要な場合は、委任状を提出すること。 
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2.4.7 口径決定計算の方法 

給水装置は、大規模なものから小規模なものまで多種多様である。これらについてす 

べて前述の計算を行うことは煩雑であるので、下記の場合は、次の方法により管口径の 

決定を行う。 

① 直結式給水（簡易法） 

一般住宅等の場合、２階建以下の建築で、給水栓の最高取付位置が配水管より7.2 

以内のもの。 

メーター口径による標準水栓数 

メーター口径 １３mm ２０mm ２５mm 

水栓数 １～４栓 ５～１０栓 １１～１５栓 

（留意点） 

（ア）メーター口径が13mmであっても、埋設管は最低20mmとする。 

ただし、改造工事において上記によりがたい場合は市と協議のこと。 

（イ）湯沸器を取付ける場合、10号以下（瞬間湯沸器等）は給水栓１栓と数え、10 

号を超える場合は、メーター口径20mm以上とする。 

（ウ）貸店舗（テナント）は、メーター口径20mmとする。 

（エ）大便器（洗浄弁）を取付ける場合は、メーター口径が最低25mmになる。 

（オ）メーター口径20・25mmでは、足洗栓及び手洗栓は除くことができる。 

② 受水槽式給水

（ア）表-4.3.8により計画１日使用水量を求める。 

（イ）（ア）により１ケ月間の使用水量を求め、表-4.3.15によりメーター口径を決定 

する。 

（ウ）（ア）により単位時間（毎秒）の使用水量Ｑ（ /s）を求める。 

（エ）動水勾配（‰）を求める。 

    Ｉ＝
－Ｈ－ｈ

Ｌ
× 1,000

    Ｉ：動水勾配 

20：配水管の設計上の水頭（ ）

Ｈ：配水管から給水管までの高さ（ｍ） 

ｈ：所要水頭（ ）

ボールタップ 2.O 

定水位弁 3.Oｍ 

Ｌ：配水管から給水管までの実管長＋器具類の「直管換算長」 

（オ）口径50mm以下はウェストン公式図表 図-4.3.12、口径75mm以上はヘーゼン・ 

ウィリアムス公式図表 図-4.3.13により使用水量（ /s）と動水勾配（‰）と 

の交点の上の口径とする。 
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3.2.3 分水栓の施工 

口径20ｍｍ～50ｍｍの分岐配管 

（１）サドル付分水栓による分岐工は、次の各項による方法及び順序で行わなければな 

らない。 

① 既設配水管及び給水管の穿孔部周辺をウエス等で清掃し、上部サドル（本体） 

を穿孔部の正しい位置の管体に対し垂直に置く。 

② 下部のサドル（バンド）の内部に異物が入らないように注意して仮組し、正し 

い位置か否かを確認後、ボルト・ナットを仮締めする。 

③ サドルのボルト・ナットを本締めする場合、サドル付分水栓を無理に動かすと、 

ガスケットがずれて漏水の原因となることがあるので注意が必要である。なお、 

サドル付分水栓本体が均一になるよう相対的に締付けなければならない。 

④ 止水栓が道路境界から宅地内1.0ｍを標準とし設置されるようポリエチレン管 

を布設し、サドル付分水栓から止水栓までをすべて接合する。 

⑤ サドル付分水栓のキャップをはずし、ボール弁が全開していることを確認し、 

1.00ＭＰa（10.2kgf／ ）３分間水圧テストを行う。 

⑥ 穿孔ドリルを穿孔機のスピンドルに装着し、穿孔機を分水栓上部ネジ部に取付 

ける。 

－33－
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3.2.4 分岐から止水栓までの配管 

分水栓から止水栓、止水栓からメーター器手前までの配管について、口径20ｍｍ～ 

50ｍｍは「水道用ポリエチレン２層管１種（軟質）」を使用する。 

ただし、改造工事において上記によりがたい場合は市と協議のこと。

口径75㎜以上について、「ダクタイル鋳鉄管」及び「水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩 

化ビニール管」等があるので市と協議すること。 

－35－ 
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3．3 止水栓からメーター器までの施工 

3.3.1 配管について 

① 給水管の埋設位置は、便槽及び汚水槽等をなるべく避けるとともに、止水栓、水 

道メーター（以下「メーター」という。）等の位置を充分考慮し維持管理に支障を 

きたさないように配慮しなければならない。 

② 第一止水栓からメーター直前までポリエチレン管とすること。また、給水管は必ず 

20ｍｍ以上とすること。 

ただし、改造工事において上記によりがたい場合は市と協議のこと。

－37－ 
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3. 4  その他の施工上の注意点 

① 河岸、側溝及び石垣等他の構造物と平行して埋設する場合は、その構造物から 

30㎝以上離して布設しなければならない。 

② 埋設物は、原則として家屋廻りとし、延長短縮のため床下を横断してはならない。 

ただし、特にやむを得ない場合は、サヤ管に入れて配管すること。また、屋内地下 

配管（コンクリートの下）する場合も、サヤ管を使用すること。 

③ 給水管を他の地下埋設物と交差又は接近して埋設する場合は、原則として家屋外 

回りとし、延長短縮のため床下を横断してはならない。ただし、特にやむを得ない 

場合は、サヤ管に入れて配管すること。 

④ 給水管を他の地下埋設物と交差又は接近して埋設する場合は、原則として平行す 

る管外面間で30㎝以上、立体交差にあっては外面間で10㎝以上の間隔を保つこと。 

なお、立体交差する部分にはサンドクッション工法等の適切な処置をしなければな 

らない。 

⑤ 宅地内地下に埋設する給水管は、HIVP、PP、SGP（埋設用）、DIPとし、埋設場所 

の立地条件等を考慮し選定すること。 

⑥ 道路内に布設する給水管は、PP、HIVP、DIPとする。ただし、道路管理者の指示が 

あった場合はそれに従わなければならない。 

⑦ 天井配管は、原則として施工しない。ただし、やむを得ず施工を計画する際は事

前に市と協議すること。 

⑧ 撤去工事で既設管を撤去する場合、分水栓は分水止めとし、それ以外の分岐 

（チーズ分け等）は、分岐部分を残さず一本にして繋ぐこと。 

※申請者の都合により別の箇所に取出しを行う際は、既設分水栓は申請者の負担に 

より分水止めを行うこと。 

⑨ 1、2階でトイレを設置する際、2階は極力タンクレストイレの設置を避けること。 

 ※ウォーターハンマーを避けるため。 

3.4.1  管の埋設表示 

① 配水管の埋設表示は、鋳鉄管の場合セフティラインを、ＶＰの場合ロケーティ 

ングワイヤを配水管上にはわせ、更にセフティラインを路面より30㎝から60㎝の 

間に埋設する。配水管の埋設箇所中に筐を設置する場合は、筐の上部のチェーン部 

にロケーティングワイヤを立ち上げて固定しておくこと。 

② 給水管の埋設表示は路床面を基準とし最低でも管上30㎝は確保すること。ロケーティ

ングワイヤ及びセフティラインの作業方法は、次の各項によるものとする。 

（ア）鋳鉄管より取出す場合は、ロケーティングワイヤを鋳鉄管に一巻きした後、 

給水管にはわせ、メーターボックスまで設置すること。 

（イ）ＶＰより取出す場合で、ロケーティングワイヤが設置されていないときは、 

サドル付分水栓に触れない位置で数回給水管に巻いた後、メーターボックス内 

まではわせること。 

（ウ）ＶＰより取出す場合で、ロケーティングワイヤが設置されているときは、 

サドル付分水栓位置の際に脇によけて設置し、ロケーティングワイヤどうしを 

からませた後、メーターボックス内まではわせること。 

（エ）ロケーティングワイヤは、２ｍおきにテープ等で管に固定すること。 

（オ）セフティラインは、分岐箇所から第一止水栓まで設置すること。 

3.4.2  水抜栓・不凍給水栓 

① 立上り管の凍結を防止するため、使用する用途ごとに設置すること。 
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② 水抜栓には、水抜を完全にするため水抜栓用浸透枡を取付けなければならない。 

③ 水抜栓は原則として建物外部に設置し、容易に操作できるようにすること。又、 

維持管理のためハンドルの上方に1.0ｍ以上、壁と20㎝以上の空間を設けること。 

④ １つの水抜栓により設置できる給水栓は20mmで２～４栓 25mmで５～６栓を標 

準とする。 

⑤ 特殊器具を設置する場合は、上流側には止水器具・逆流防止装置を設け、必要に 

応じ真空破壊装置を設けた上、１器具当り水抜栓を１本設置すること。 

⑥ ２階給水の場合、水抜栓を１階給水とは別に設置すること。また、栓の上流側に 

は吸気弁を設置することが望ましい。 

⑦ 水抜栓を操作しても水が落ちにくい場合（ロータンク、フラッシュ弁等）は、吸 

気弁を取付けることが望ましい。 

⑧ ヘッダー方式の場合は、ヘッダー１個当り水抜栓１本設置すること。 

※ヘッダー１個より２階給水する場合、２栓までとし、３栓以上はヘッダーを別に 

設けること。 

3.4.3  立上り管 

① 立上り管にライニング鋼管を使用する場合、横走りをつとめて避け、やむを得な 

い場合（延長6ｍ以内）は１％以上の勾配をつけ、曲り部及び直部については、振止 

めのため 2ｍ間隔を基準として支持金具で固定しなければならない。また、構造上の 

異金属類との接触は電食防止のため避けなければならない。ただし、ソーラーシス 

テム等を使用の場合は、協議の上ポリエチレン管を用いることもできるが、止水栓、 

水抜栓、逆止弁を専用に取付けること。 

② 立上り管は、床上の位置に継手等を設け、２階立上り管には保守が容易な位置に 

ユニオン継手を設けること。 

③ 立上り管及び不凍給水栓の取付け部には、振れ止めの対策を講じること。

④ ヘッダー方式の場合は、立上りに振れ止めの対策を講じること。

3.4.4  特殊器具の連結 

配水管の水圧低下又は断水等によって生じる負圧により汚水等が吸引されるおそれ 

があるとみとめられるもの、もしくは洗浄弁等、吸引による汚染度の高い器具で有効な 

逆流防止装置を備えていないものは給水管に直接連結してはならない。または、給水装置 

には配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプを直接連結してはならない。 

3.4.5  洗管・排気装置 

① 配・給水管中に停滞空気が生じて通水を阻害したり、水質の確保が困難になるお 

それのある次の場合には、排気装置 <空気弁等> 及び洗管装置を原則として設けな 

ければならない。 

（ア）公道内の給水管末に消火栓を設置する場合を除き、管の口径30mm以上で、 

延長50ｍ以上の配管 

② 洗管装置の材質及び構造は、給水装置に準じるものとし、給水管に対応する洗管 

口径は次のとおりとする。 

給水管口径（mm） 排水管口径（mm） 

30・40・50 25 

75 75 
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3.4.6  保護工 

① 管等の保護については、次の各項によること。 

（ア）管の末端、曲部及びその他の接合部で、離脱のおそれのある場合は、離脱防止 

継手等を用いて保護しなければならない。 

（イ）地震等により破損する可能性が高い場合、防振のため、伸縮継手を使用する 

こと。 

（ウ）水路の横断配管については、次の方法による。 

Ａ 開渠の場合は、底部を伏越して配管するものとし、底部及び側部には原則 

として継手を使用してはならない。また、管の損傷防止のため開渠底部は、 

サヤ管をおさめて布設すること。サヤ管端部は、管の損傷を防止するための 

処置を施さなければならない。 

Ｂ 底部を伏越させることが困難な場合は、洪水時の最高水位より0.6ｍ以上 

の位置に布設すること。また、布設管を振動等から防護し布設管の折損、亀裂、 

凍結等を充分防護する構造とすること。 

※なお、水管橋の維持管理は、原則申請者が行うこと。

〈伏せ越し断面図〉 
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標準サヤ管寸法 

⑤ 管の布設において、掘削構内にたわみを持たせ施工しなければならない。また、 

管の巻きぐせを取り除きながら布設しなければならない。 

⑥ ポリエチレン管の加工及び接合は、次の各項によるものとする。 

（ア）管の接合は、金属製メカニカル継手を用いて施工すること。 

（イ）管の接合部には傷があってはならない。 

（ウ）管の切断は、管軸に対して直角に行うよう金切鋸、ナイフ、専用カッター等 

で丁寧に切断し、切口はナイフなどで仕上げなければならない。 

（エ）屈曲部は、管外径の20倍以上の半径で行い、それ以下の半径で曲げる場合は 

エルボを使用しなければならない。 

⑦ ポリエチレン管の施工については、前各項に規定するもののほか、次の各項に留 

意しなければならない。 

（ア）油脂・塗料混じり土質の場所への埋設は避けること。 

3.4.12 減圧弁 

静水圧において0.588ＭＰa（6.Okgf／ ）以上の場合は、メーターボックスの直前に 

設置すること。材料・ボックスは支給する。 

設置後において減圧弁が故障した場合は市で対応する。 

3.4.13 分水止工 

① 取出を伴う改造工事においては、既設位置で再取出を行うことを原則とし、既設 

分水は必ず分水止を行うこと。 

② 撤去工事で既設管を撤去する場合、分水栓は分水止めとし、それ以外の分岐（チ 

―ズ分け等）は、分岐部分を残さず一本にして繋ぐこと。 

③ 申請者の都合により別の箇所に取出しを行う際は、既設分水栓は申請者の負担に 

より分水止めを行うこと。 

3. 5 給水管の各種材料の施工 

3.5.1  ポリエチレン管 <PP> の施工 

① ポリエチレン管の使用範囲は、20mmから50mmまでとし道路内・宅地内いずれに 

も使用できるものとする。ただし、コンクリート内の直接埋込配管及び地上配管（仮 

設配管を除く）には使用してはならない。 

② ポリエチレン管施工にあたっては、砕石等が管に直接触れないよう砂等で巻き立 

てなければならない。 

③ ポリエチレン管の埋戻の際、公道からメーターまでは管の下部10㎝、管の上部20cm 

の厚さに砂を使用し、管を保護しなければならない。また、メーター以降は発生土を 

標準とするが、管周りは砂あるいは固形物が混入していない良質土等で保護すること。

④ 軌道・水路・擁壁等を横断して施工する場合は、鋼管等のサヤ管に納めて布設す 

 ること。（鋼管の管端にポリエチレン管が直接触れないよう処理すること） 

ポリエチレン管 サヤ管（鋼管） ポリエチレン管 サヤ管（鋼管） 

20 mm 40 mm 40 mm 75 mm 

25 mm 50 mm 50 mm 100 mm 

30 mm 65 mm 
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  （イ）灯油等地下に浸透し、管に臭気の移るおそれのある場所はさけて配管しなけれ 

ばならない。 

（ウ）ポリエチレン管は給湯等高温度のものに接してはならない。 

（エ）ポンプ等の振動を伴う場所には使用してはならない。 

（オ）工事中にスコップ、ツルハシ等で外傷をあたえてはならない。 

（カ）管は傷つきやすいので放り投げたり引きずってはならない。 

（キ）管の保管する際は、局部的な荷重、へこみ、扁平をさけるため平坦な所とし、 

かつ底部に荷重のかからぬような積高とすること。 

（ク）管をバーナー、トーチランプ等の直火を用い曲げ加工することは、管の材質 

を劣化させ、管の強度を低下させるので行わないこと。 

3.5.2  ＨＩＶＰの施工 

Ａ）ゴム輪型ビニール管（ＨＩＶＰ（ＲＲ））の施工 

① ゴム輪型ビニール管の使用範囲は75mmから100mmまでとし、道路内・宅地内いず 

れにも使用できるものとする。また、コンクリート内の直設埋設配管及び地上配 

管（仮設配管を除く）に使用してはならない。 

② 管底部は凹凸、その他不均等な箇所を生じないようにならし、固形物が直接管 

 にふれないように底を仕上げ、埋戻しの際は砂あるいは良質土等で下部10㎝、上部 

20㎝の厚さに巻き立てなければならない。 

③ ゴム輪型ビニール管の加工及び接合は、次の各項によらなければならない。 

（ア）管の切断は、管軸に対して直角になるように施工しなければならない。 

（イ）管端の切口は、面取器で削り面取角度は15度の角度で管厚の1/2までの面 

取をしなければならない。 

（ウ）管端の仕上げが終了後、挿入長さを表す標線をマジックインキ等で記入す 

る。挿入長さは管口径により次のとおりとする。 

管 口 径 挿入長さ（標線）mm 

75 mm 120 

lOO mm 132 

（エ）接合箇所に使用する継手は、管種と同一の継手を使用しなければならない。 

④ ゴム輪型（RR）異形管の接合部は離脱防止のため、次の各項に該当する場合 

は離脱防止金具等を用い、必要に応じて周囲に杭打ちを行い管防護しなければな 

らない。 

（ア）管口径にかかわらず曲管、Ｔ字管とそれに関する５ｍ以内の継手部 

（イ）２個以上の曲管の組合せ及びその前後の管 

（ウ）仕切弁の前後、ならびに仕切弁から５ｍ以内の継手部 

（エ）せん止め端から10ｍ以内の継手には、すべて離脱防止金具を使用する。 
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Ｂ）ビニール管（HIVP（TS））の施工 

① ビニール管の使用範囲は、20mmから50mmまで（補修用として13mmを使用す 

ることは、かまわない）とし、宅地内のみの使用とする。また、地上配管及び 

直接コンクリート内の埋込み配管に使用してはならない。（サヤ管は除く） 

② 管底部は凹凸、その他不均等な箇所を生じないようにならし、固形物が直接管に 

ふれないように底を仕上げ、埋戻しの際は砂あるいは良質土等で巻き立てなければ 

ならない。 

③ ビニール管の接合は、接着剤によるＴＳ（冷間）工法によること。 

④ 曲部は、エルボ又はベンドを使用し、過熱による曲げ加工はしないこと。 

⑤ ビニール管のチーズ取出する場合は、ＴＳチーズを使用しおがみ合わせ施工す 

るが、掘削箇所等により困難な場合は、「離脱防止金具付継手」にて接合すること。
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3.5.3  鋳鉄管の施工 

① 鋳鉄管は、布設前に清掃し、布設後も通水するまでは、管内が汚染されないよう 

な措置を講じなければならない。又、管に衝撃をあたえないようにしなければなら 

ない。 

② 管底部は凹凸、その他不均等な箇所を生じないようにならし、固形物が直接管に 

ふれないように底を仕上げ、埋戻しの際は砂あるいは良質土等で下部10㎝、上部20㎝ 

の厚さに巻き立てなければならない。 

③ 異形管及び継手と分水栓等との間隔は30cm以上とすること。 

④ 鋳鉄異形管の接合部の離脱防止のため、次の各項に該当する場合は、離脱防止金 

具（特押）等を用い必要に応じて周囲に杭打をし、管防護しなければならない。 

（ア）管径にかかわらず、すべての曲管、Ｔ字管及び前後の管 

（イ）２個以上の曲管の組合せ及びその前後の管 

（ウ）仕切弁前後２つの接合部 

（エ）せん止め端から10ｍ以内の継手には、すべて特押を使用する。 
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（オ）軟弱地盤、下水道掘削埋戻箇所等の掘削の際は、土留工を施すこと。 

（カ）給水管の埋設深度は、次のとおりとする。 

国道・県道・市道  岩手県「道路地下占用物件の取扱いについて」（平成10 

年３月30日付道維第278号通知）による。ただし、国交 

省直轄国道は、別途協議による。 

私道        0.6ｍ以上とする。 

宅内        0.45ｍ以上とする。 

（キ）側溝端より原則として１ｍ以上離して埋設すること。 

（２）舗装 

（ア）舗装仮復旧 

（Ａ）舗装道路掘削後は、すみやかに加熱合材（常温合材）によって仮復旧すること。 

（Ｂ）すみやかに、本復旧を行うこと。なお指定工事業者は、本復旧が完了するまで 

の間、工事施工箇所を巡回し、路面の沈下、その他の不良箇所が生じた場合は、 

ただちに手直しを実施し、交通の妨げとならないようにすること。 

（イ）舗装本復旧 

（Ａ）本復旧は、道路管理者の指示・本復旧断面図に基づき施工する。 

（Ｂ）掘削箇所の道路標示、ラインは、本復旧後直ちに復旧する。 

（Ｃ）舗装構成及び舗装復旧範囲は、道路管理者の指示に従い路線に合わせ施工する

こと。なお、標準的な舗装復旧例を <図5-1> ～ <図5-3>に例示する。 

4. 3 埋   戻 

（１）公道内及びメーターまでの埋戻しは、管の下部10cm、上部20cmの厚さに砂を使用 

すること。 

     （２）宅地内メーター以降の埋戻しは、発生土を標準とするが、管周りは砂あるいは固 

形物が混入していない良質土等で保護すること。 

（３）埋戻の寸法等は、<図5-4> 給水管掘削標準断面図を参考にすること。

（４）埋戻の際は、20cmごとに締め固めを行うこと。 

（５）セフティラインは路床面を基準とし最低でも管上30㎝は確保すること。

4． 4 掘削断面図 

（１）標準の掘削断面図は、<図5-4> 給水管掘削標準断面図のとおりとする。 

4． 5 安 全 対 策 

（１）工事を行うに当たっては、あらかじめ工事の概要を付近の居住者に周知させ、そ 

の協力を求めること。 

（２）掘削深さが1.5ｍを超える場合は、原則として土留工を設置しなければならない。 

また、施工後の土留材の変形、ゆがみなどの発見に努め、事故防止に努めること。 

（３）道路工事を行う場合は、道路管理者、警察署の許可条件を守らなければならない。 

（４）道路工事の保安施設は、次のとおりとする。 
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６．給水装置工事の手続き 

6． 1 給水装置工事の申込み 

給水装置の工事を行う場合は、水道法第16条の 2第 1項の規定に基づき市長が指定し 

た者（以下「指定工事業者」という。）に依頼し、関係書類を添えて給水装置工事を市 

長に申込まなければならない。 

6.1.1 申込みの手続き 

（１）給水装置工事を申し込む場合は、給水装置工事申込書（施行規程様式第 1号）・ 

給水装置工事設計審査申請書（施行規程様式第 3号）・給水装置工事承認証（施行 

規程様式第 3号の3）及び給水装置使用材料一覧表（施行規程様式第 3号の2）に必 

要事項を記入し、関係図書を添えて、指定工事業者の給水装置工事主任技術者が市

に提出しなければならない。 

（２）工事を施工するにあたり利害関係者がある場合は、当該工事に係る利害関係人の 

同意を得なければならない。 

（３）工事申込者が市内に居住していない場合は、市内に居住する代理人を定め、代理 

人選定（変更）届（施行規程様式第 6号)により市長に届け出なければならない。 

（４）給水管を共有する場合及び共用給水装置を使用する場合は、管理人を選定し、管 

理人届（施行規程様式第 7号)により市長に届け出なければならない。 

（５）管理人を変更する場合は、管理人（住所）変更届（施行規程様式第13号）により 

市長に届け出なければならない。 

（６）水路・河川等の伏せ越しその他（国・県道を除く）の占用は、工事申込者が占用 

許可を得て、その写しを添付しなければならない。 

6.1.2 工事申込み添付書類 

（１）申請図面 

位置図と建築確認図既設給水装置台帳の写しに給水装置を朱書きしたもの等で建 

物の平面状況と給水装置の状況及び配水管とのつながりがわかる図面。 

なお、方位、縮尺、住所、申請者名、配水管の管種・口径、取出管種・口径、止

水栓・メーター・水抜栓の規格、及び宅内配管の管種・口径は必ず表記するものと 

する。表記しきれない場合は余白に箇条書きでも良いこととする。

取出口径φ30mm以上の場合及びφ25mm以下で延長が100ｍ以上の場合は、立面図、 

配管図も図示すること。（参照6.3給水図面作成基準） 

（２）水理計算書 

取出口径φ30mm以上の場合及びφ25mm以下で延長が100ｍ以上の場合は、水理 

計算書を添付すること。（参照2.3設計水量（水理計算）） 

（３）その他必要書類 

6.1.3 手数料の納入 

（１）給水装置工事申込書を提出する場合は、一関市水道事業給水条例に定める設計審査 
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要に応じて確認する。 

（ウ）給水管布設後の埋戻し状況、残土処理状況、側溝及びその他給水装置以外の附 

属施設の復旧状況を確認する。 

（２）内部検査 

内部検査は次の各項により実施する。 

（ア）給水栓、水抜栓及びその他の器具の取り付け状況並びに機能等を検査する。 

（イ）特殊器具（ボイラー、湯沸器、水洗トイレ等）への連絡部分の状況を確認する。 

（ウ）各器具より吐水後、メーターを経由しているか確認し、又器具の吐水量、作動 

状況等について検査する。 

（エ）給水装置の末端部において残留塩素の測定を行い、0.1mg/ 以上検出される 

かを確認する。 

（オ）水抜栓の操作により立上り管の水抜が完全に行われるかどうかを確認する。 

（カ）水圧を測定する。 

（３）材料検査 

材料検査は、給水装置に使用する材料及び機器が厚生省令に定める構造及び材質 

の基準に適合するものを使用しているか確認する。 

（４）写真検査  

工事竣工時の提出写真一覧【別表１（P87）】の工事種別から、該当する工種ごと

に必要な写真を撮影し、給水装置工事竣工検査表・工事写真集（基準様式第 3号)に 

添付して提出すること。 

6.2.3 未竣工工事の扱い 

（１）指定工事業者は、予定工期より３ケ月を過ぎても竣工検査をしていない場合には、 

給水装置工事遅延事由報告書（基準様式第 5号）を市長に提出しなければならない。 

6,2.4 分岐検査（立会） 

（１）配水管より給水管を分岐する場合は、市が指定した検査員の立会いのもとで、分 

岐工事を施工すること。 

（２）口径25mm以下の分岐工事を施工する場合は、原則として市が指定した検査員の立 

会いを必要としない。 

ただし、次の各項に該当する場合は市が指定した検査員の立会いを必要とする。 

（ア）送水管・配水管が輻輳している箇所 

（イ）高圧管・低圧管が輻輳している箇所 

（ウ）配水管等が複雑に交差している箇所 

（エ）指定給水装置工事事業者のうち一関市内での分岐工事の実績が少ない工事事業者 
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工事竣工時の提出写真一覧

撮影方法

新　設
（分岐か
ら全て）

新　設
（予定
栓）

新　設
（予定栓
以降）

改　造 撤　去 （枚数等）

穿孔状況 〇 〇 -
△

※施工
時

- 1枚以上
・適切に分水が行われてい
るか

コア取り付け完了状況 〇 〇 -
△

※施工
時

-
施工前後各1

枚程度
・挿入機からコアが外れてい
るか

フィルム取り付け完了状況 〇 〇 -
△

※施工
時

- 1枚程度 ・適切に設置されているか

水抜栓設置状況（掘削時） 〇 - 〇
□

※施工
時

-
施工した全箇

所
・適切に設置されているか
　　　　（浸透マス等）

竣工図と比較し、どの水抜栓かわか
るようにすること
※設置箇所が４箇所以上の場合は
市と協議のこと

給水管布設状況 〇 〇 〇
□

※施工
時

-
道路、宅地内
ごとに1枚程

度

・適切に設置されているか
・管種、口径、布設位置、高
さが申請通りか

布設延長が長い場合は、布設位置
が確認できるように撮影箇所を増や
すこと

分水止め及びキャップ止め完了状況 - - -
△

※施工
時

〇
施工した全箇

所

・止水されているか
・適切にキャップ止め処理し
ているか

分水栓閉栓キャップが写るようにす
ること

ヘッダー設置状況
△

※ヘッダー
設置時

-
△

※ヘッダー
設置時

△
※施工

時
-

施工した全箇
所

・適切に設置されているか
・栓数に過不足はないか

埋戻完了状況 - - - - 〇
施工した全箇

所
・適切に埋戻されているか 現地検査を実施しない場合

本管埋設深状況 〇 〇 -
△

※施工
時

- 全景1枚以上 ・本管埋設深 埋設深が分かるように撮影すること

分岐時の耐圧試験状況 〇 〇 -
△

※施工
時

-
全景、接写各

1枚以上
・基準を満たしているか １．００ＭＰａ　３分間

埋戻・舗装復旧測定状況 〇 〇 -
△

※施工
時

-

復旧断面の変更
箇所ごとに１枚ず
つかつ舗装構成
ごとに１枚ずつ

・基準を満たしているか

予定栓（止水栓）以降の耐圧試験状況
〇 - 〇

□
※施工

時
-

全景、接写各
1枚以上

・基準を満たしているか
現場検査にて実施する場合は不要
※改造工事においては配管工事を
伴う場合

自家水及び受水槽から切替時の
耐圧試験状況

△
※切替

時
-

△
※切替

時

△
※施工

時
-

全景、接写各
1枚以上

・基準を満たしているか 現場検査にて実施する場合は不要

自圧測定状況 〇 〇 〇 〇 -
全景、接写各

1枚以上
・基準を満たしているか

現場検査にて実施する場合は不要
減圧弁設置の際は減圧後の写真も
添付すること

止水栓オフセット測定状況 - - - - 〇
3点全景、接
写各1枚以上

・図面の数値と合致している
か

現地検査を実施しない場合

 別表 １

工　事　種　別

※改造のうち、□表示は提出頻度が高い項目を表しています。　

撮　影　箇　所 確認する項目 備　　考

施
工
状
況

測
定
状
況
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№23 6.2.5 耐圧検査 

（１）耐圧検査 

耐圧検査は、市が指定した検査員立会のうえ給水装置各部の漏水有無を確認する 

ため次の各項により実施する。 

（ア） 新設工事（自家水からの切替を含む）においては、本管からの分岐時及び止水 

  栓二次側それぞれ1.00ＭＰa（10.2kgf/ ）3分間の水圧テストに合格のこと。

     （イ）改造工事においては、配管工事を伴う場合、その箇所に1.00ＭＰa（10.2kgf/ ）

       3分間の水圧テストに合格のこと。ただし、現場の状況により耐圧検査が行えない 

       場合は市に報告のこと。

（２）その他の耐圧検査 

下記の管材を使用の際は、管の布設後に市が指定した検査員立会のうえ漏水有無 

       を確認するため、次の各項により耐圧検査を実施する。 

（ア）ゴム輪形ビニル管で口径75mm以上のものは、0.735ＭＰa（7.5kgf/ ）5分間の 

水圧テストに合格のこと。 

（イ）鋳鉄管の場合は、0.735ＭＰa（7.5kgf/ ）5分間の水圧テストに合格のこと。 

6. 3 図面作成基準 

（１）申請図面 

申請図面は、位置図、平面図にて構成される。 

（ア）位置図 

位置図は、施工箇所が明瞭に分かるものでなければならない。隣接地番、隣接 

者、付近の主たる建物等が記入されていること。 

分譲地等の場合、区画まで明記すること。

（イ）平面図 

建築確認図面か既設給水装置台帳の写しに給水装置を朱書きしたもの等で建物 

の平面状況と給水装置の状況及び配水管とのつながりがわかる図面。＜図6-3・ 

6-4＞ 

なお、方位、縮尺、住所、申請者名、配水管の管種・口径、取出管種・口径、止

水栓・メーター・水抜栓の規格、及び宅内配管の管種・口径を必ず図面に記入す 

ること。表記しきれない場合は余白に箇条書きでも良いこととする。

図面に使用する表示は、＜図6-1・6-2＞を参考とすること。

（２）竣工図面 

竣工図面は位置図、平面図によって構成される。 

（ア）位置図 

位置図は施工場所が明瞭に分かるものでなければならない。道路、隣接地番、 

隣接者、付近の主たる建物、方位等が記入されていること。 

（イ）平面図 

Ａ）平面図は、原則として普通インキ又は墨書製図用ペン等により機械製図（Ｃ 

ＡＤ）にて作図すること。やむをえず手書きで作図する場合は、今後の図面管 

理を考慮して、製図用ペンを使用して作図すること。 

Ｂ）平面図は、申請図面をベースとし給水装置の他に建物の間取りの配置及び大 

きさ、施工場所の住所、申請者名、道路の幅、川幅、側溝、道路種別、歩車道 

の区別、公私有地の境界線、配水管の口径、管種等を一定の縮尺により記入す 

ること。＜図6-3・6-4＞ 

Ｃ）平面図の縮尺は原則として1/100とし、敷地面積等が大きい場合は1/200と 
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№24
すること。  

Ｄ）方位は原則として図面の上方を北とすること。 

Ｅ）道路及び側溝幅員は寸法を記入すること。 

Ｆ）局部的に説明を加える必要がある場合は、詳細図を添付すること。 

Ｇ）平面図に使用する表示は、＜図6-1、6-2＞を参考とすること。

Ｈ）配水管取出しを行った場合は、第１止水栓からの距離及び地表面からの深さ 

を記入すること。 

Ｉ）第１止水栓は、官民界、隣地境界、境界杭及び電柱等の明確にわかる場所か 

らのオフセット（3点を標準とする）を記入すること。 

Ｊ）水栓類は平面図内に番号を振り、余白に詳細を記入すること。 

Ｋ）その他工事に必要となる事項はすべて記入すること。 

（ウ）既設配水管、給水管は黒色点線で表示すること。 

（エ）施工した配管は実線朱書とすること。 

－88－ 
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－90－ 
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管路表示例

平面図記号標記例

ポリブデン
管

PBPφ00
SGP-VB 00 A
SGP-VD 00 A

SGP-PB 00 A
SGP-PD 00 A

（VDは埋設用）

（PDは埋設用）

VP　φ 00 
HIVPφ 00

架橋ポリエチレン管

XPEPφ 00

ﾀﾝｸﾚｽﾄｲﾚ
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隣地境界線

S=1:100

平　面　図
一関市竹山町7番2号

一関　太郎　様

トイレ
台所洗面所浴室

玄関 和室

リビング

配水管　HIVP（RR)φ75

側　溝

H=0.8m

W
 
=
 
4
.
5
m

M

水抜栓　MT20×0.6

PPφ20

P
P
φ
2
0

②

③

⑤

④

⑥

⑦

PPφ20

メーターユニットφ20
①

電柱

サドル付分水栓　φ75×25

P
P
φ
2
0

ボール乙止水栓　φ20

2.2m

2.4m

PP
φ
2
0

＜図6－3＞図面例（ 新設 ）

市道〇〇〇線

10
. 0

m

0
.
5
m

1
.
3
m

②電気温水器

①不凍給水栓・万能ホーム水栓

③シャワー付き混合水栓

④シャワー付き混合水栓

⑤洗濯用ホーム水栓

⑥ボールタップ

⑦混合水栓

※水抜栓以降ヘッターまではXPEPφ16を使用する

※ヘッター以降はXPEPφ13を使用する

※水抜栓以降電気温水器まではSGP-PD20Aを使用する
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隣地境界線

S=1:100

平　面　図
一関市竹山町7番2号

一関　太郎　様

台所浴室

リビング

配水管　HIVP（RR)φ75

側　溝

H=0.8m

洗面所 トイレ

玄関

和室

W
 
=
 
4
.
5
m

M

PBPφ20

③
④

⑦

メーターユニットφ20

電柱

サドル付分水栓　φ75×25

ボール乙止水栓　φ20

2.2m

2.4m

①不凍給水栓・万能ホーム水栓

③シャワー付き混合水栓

④シャワー付き混合水栓

⑤洗濯用ホーム水栓

②

⑤ ⑥

①

HIVPφ20

HIVPφ20

HI
VP
φ
2
0

②給湯器

SGP-PD20A

S
G
P
-
P
D
2
0
A

S
G
P
-
P
D
2
0
A

水抜栓　MT20×0.6

水抜栓　MT20×0.6

＜図6－4＞図面例（ 改造 ）

市道〇〇〇線

P
P
φ

2
0

PP
φ

2
0

0
.
5m

1.
3
m

10. 8m

SGP-PD20A

⑥（新設）タンクレストイレ

⑦（新設）混合水栓
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